
議案第73号 

 

西海市大瀬戸やすらぎ交流拠点施設の指定管理者の指定

について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する公

の施設の指定管理者を指定することについて、同条第６項の規定によ

り、議会の議決を求める。  

 

令和５年１２月１日 提出 

 

西海市長 杉澤 泰彦 

 

管理を行わせる公

の施設の名称及び

主たる所在地 

西海市大瀬戸やすらぎ交流拠点施設  

西海市大瀬戸町雪浦河通郷342番地80 

指 定 管 理 者 

（所在地）西海市大瀬戸町雪浦河通郷342番地80  

（名 称）特定非営利活動法人  

推敲の森実行委員会 

（代表者）理事長   川添 成行 

指 定 期 間 
令和６年４月１日から  

令和11年３月31日まで 



 

議案第 73号関係資料その１ 

施 設 の 概 要 書 

 

施 設 の 名 称 
西海市大瀬戸やすらぎ交流拠

点施設 
担 当 部 署 

西海ブランド振興部 

ふるさと資源推進課 

主 た る 所 在 地 
西海市大瀬戸町雪浦河通郷

342番地 80 
取 得 年 月 平成16年４月 

敷 地 面 積 1,726.46㎡ 延 床 面 積 544.54㎡ 

構 造 木造平屋建 主 な 施 設 内 容 
体験交流館１棟、物産館１

棟、展示室１棟 

設 置 目 的 

農村の持つ多面的な機能の活

用を図り、都市住民に対して

保健休養の場を提供し、合わ

せて音楽文化を通じて、都市

と農村の住民相互の文化交流

を促進させ、地域農業の活性

化と農業振興に寄与する。 

設 置 根 拠 

西海市大瀬戸やすらぎ交流

拠点施設の設置及び管理に

関する条例 

現在の管理形態 指定管理 団 体 名 
特定非営利活動法人 

推敲の森実行委員会 

施 設 の 管 理 に 係 る 市 の 収 支 

（令和４年度決算） 

歳 入 の 主 な 内 容 歳 出 の 主 な 内 容 

 千円 指定管理委託料 5,576千円 

 千円 建物保険料 46千円 

 千円   

 千円   

 千円   

歳 入 合 計 0千円 歳 出 合 計 5,622千円 

施設における主な

実施事業の概要 

① 大瀬戸やすらぎ交流拠点施設（音浴博物館）の施設管理及び運営事業 

② アナログ文化の収集と保存に関する事業 

③ ライブコンサート等のイベント開催事業 

④ 音響関連物資及び地場産品等の販売事業 

 

 



 

議案第 73号関係資料その２ 

団 体 の 概 要 書 

令和５年９月１日現在 

団 体 名 

トクテイヒエイリカツドウホウジン スイコウノモリジッコウイインカイ 

特定非営利活動法人 推敲の森実行委員会 

所 在 地 西海市大瀬戸町雪浦河通郷 342番地 80 

代 表 者 名 理事長 川添 成行 

設立年月日 平成 26年 10月 22日 

従 業 員 数 12人（正会員） 

沿 革 

平成 13年   雪浦地区のグループ「ゆきんら」を編成 

平成 16年     やすらぎ交流拠点施設整備事業に際し「推敲の森実行委員会」と改

称して再編成 

平成26年10月 持続可能な組織を目指し「特定非営利活動法人 推敲の森実行委員

会」として法人登記する 

主な業務内容 

① 大瀬戸やすらぎ交流拠点施設の施設管理 「音浴博物館」の管理運営事業 

② アナログ文化の収集と保存に関する事業 

③ ライブコンサート等のイベント開催事業 

④ 音響関連物資及び地場産品等の販売事業 

財 政 状 況 

（過去３年間） 

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

総 収 入 12,287,711円 10,402,899円 10,387,381円 

総 支 出 11,462,256円 9,611,333円 10,449,669円 

当期損益 645,855円 791,566円 △62,288円 

累積損益 1,676,392円 2,467,958円 2,405,670円 

 


